
高森町スポーツ活動報告

広  

告

Water Forest
ウォーター フォレスト

■定休日 ： 不定

詳しい内容は下記まで、お問い合わせください。

☎ 0967-62-2300高森町高森 1043-1

　　午前10時30分から

　　午後5時30分から

土・日・祝できる方。 問

アルバイト募集中!!
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岡
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６
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。
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と
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。
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　面接相談受け付けています。
事前に予約をお願い致します。

【所得税・個人事業者の消費税・
贈与税・相続税・譲渡所得】

4月12日（木）・26日（木）

5月10日（木）・24日（木）

【法人税・消費税・源泉所得税・
印紙税などの諸税】

4月27日（金）

5月21日（月）

問 阿蘇税務署 ☎０９６７−２２−０５５１

～草村町長に喜びの報告！～　
JBA主催 ソロコンテスト2 月 12 日（月）

第 2回城北地区小学生
バドミントン大会
■６年ダブルス
　第３位　高森ジュニア
　安方莉世さん
　吉里七海さん

2 月 17 日（土）
第 41回阿蘇郡市学童
バドミントン大会
■ 5 年女子ダブルス　第 2 位
　大内田清佳さん
　住吉未悠さん

■ 6 年女子ダブルス　第 2 位
　安方莉世さん
　吉里七海さん
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Ｓ
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携
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草
村
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績
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え
ま
し
た
。

～後期高齢者医療保険に加入されている方へ～

平成 30 年・31 年度の保険料率 が決定しました！

後期高齢者医療制度の対象となる方
● 75 歳以上の方
　（75 歳の誕生日から自動的に加入）
　
● 65 歳から 75 歳未満の方で一定の
　 障がいがある方
   （申請して認定された方）

※上限額が年額

　57万から62万へ
　変更となります

47,900円
※本人および世帯主の
　所得によって軽減が
　あります

総所得－33万

所得割率9.26％
×＋＝

問 国民健康保険係
     ☎６２- １１１１（内線１２６)

税税　務

保険料額（年額） 均等割額（ひとりあたり） 所得割額

平成30年4月2日発行広報たかもり 704号 （4）（5）


